


一

新
生
特
別
区
の
お
も
い

戦
争
が
終
わ
り
、
復
興
と
新
し
い
日
本
の
建
設
へ
と
時
代
が
動
い
て
い

く
な
か
、
初
の
統
一
地
方
選
挙
で
区
の
議
会
に
加
え
区
長
の
公
選
が
実
施

さ
れ
、
東
京
の
区
は
特
別
区
へ
と
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
新
憲
法
と
地
方
自
治
法
の
も
と
に
新
生
特
別
区
が
出
発
す

る
と
す
ぐ
、
自
治
の
精
神
と
現
実
と
の
ず
れ
に
直
面
し
、
自
治
権
拡
充
運

動
を
開
始
し
ま
す
。

一
‐
一

新
時
代
の
選
挙

新
憲
法
と
地
方
自
治
法
の
施
行
に
先
立
ち
、
昭
和
22
（
１
９
４
７
）
年

４
月
に
行
わ
れ
た
統
一
地
方
選
挙＊

１

で
は
、
５
日
に
都
道
府
県
・
市
区
町
村

の
首
長
が
、
つ
い
で
30
日
に
は
都
道
府
県
・
市
区
町
村
の
議
会
議
員
が
選

　　新生特別区

区制が誕生してから、府の区・市の区・都の区と歩んできた東京の区の
関係者は、地方自治法とともに特別区に移行すると、次のように自らを「新
生特別区」と称しました。
「この新地方自治法においては、東京都の区は特にその沿革と実勢に鑑
み特別区としてこれを認め政令で特段の定むるところを除き、すべて普通
地方公共団体たる市に関する規定が適用せられるところと相

あい

成
な

ったのであ
ります。斯

か

くて新生特別区は従来のそれと全く面目を一新し強力なる自治
権能を持つ民主的自治団体として誕生するに至ったのであります。」
（昭和23（1948）年1月13日、特別区から都議会に宛てた「決議文の説明書」
の前文から。本書42頁参照）


